
　
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
は
、

す
べ
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行

の
防
止
と
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人

た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て

力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な

い
安
全
で
安
心
な
明
る
い
地
域
社

会
を
築
く
た
め
の
運
動
で
す
。

　
安
全
で
安
心
な
暮
ら
し
は
す
べ

て
の
人
の
望
み
で
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
毎
日
の
よ
う
に
犯
罪
の
ニ

ュ
ー
ス
が
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
犯
罪
で
の
検
挙
者
の
う

ち
47
・
９
％
が
刑
法
再
犯
者
で
あ

り
、
ま
た
、
出
所
者
の
う
ち
15
・

６
％
が
、
出
所
後
に
住
む
家
が
な

い
（
数
値
は
い
ず
れ
も
令
和
４
年

度
の
も
の
）
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
犯
罪
や
非
行
の
な
い
安
全
で
安

心
な
暮
ら
し
を
か
な
え
る
た
め
、

何
が
求
め
ら
れ
、
そ
し
て
何
が
で

き
る
の
か
、
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

犯
罪
や
非
行
を
防
ぐ
た
め

に
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と

①
理
解
を
深
め
、
見
守
る

　
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
が
自
ら

の
過
去
と
向
き
合
い
、
罪
を
償
っ

て
立
ち
直
ろ
う
と
し
て
い
る
と
き

は
、
見
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

②
支
援
の
輪
を
広
げ
る

　
法
務
省

や
公
式
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で

は
、
立
ち
直
り
支
援
に
関
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
発
信
を
行
っ
て
い
ま
す
。

公
式
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
な

ど
支
援
の
輪
を

広
げ
て
く
だ
さ

い
。

③
各
種
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る

　
毎
年
７
月
は
「
社
会
を
明
る
く
す

る
運
動
」
の
強
調
月
間
で
す
。
各

地
で
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
等
が

行
わ
れ
ま
す
。
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

④
活
動
を
応
援
す
る

　
日
本
更
生
保
護
協
会
で
は
、
安

全
・
安
心
な
地
域
社
会
を
築
く
た

め
、「
立
ち
直
り
応
援
基
金
」
を

設
置
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
内

の
更
生
保
護
女
性
会
で
は
７
月
か

ら
８
月
に
か
け
て
「
愛
の
募
金
活

動
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん

の
応
援
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

周
知
啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

と
「
青
少
年
非
行
防
止
」
の
た
め
、

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
。

日
時

　
７
月
20
日
㈯

　
午
後
１
時

30
分
～
２
時
15
分

会
場

　
セ
ル
デ
ィ
ホ
ー
ル

内
容

　
本
庄
警
察
署
員
に
よ
る
講

話
、
啓
発
品
の
配
布

申
込

　
７
月
16
日
㈫
ま
で
に
電
話

ま
た
は
直
接
地
域
福
祉
課
へ

第 74 回 社会を 明る く する 運動第 74 回 社会を 明る く する 運動第 74 回 社会を 明る く する 運動

犯罪や非行を防止し 、 立ち直り を支える地域のチカ ラ

★地域福祉課☎ 25- １ １ ４ ２

～理解を 深めるために～ 

動画で学ぶ「 社会を明るく する運動」

　 皆さ んに「 社会を 明る く する 運動」

への理解を さ ら に深めていただける よ

う 、 そ の歴史と 概要につ

いてまと めた動画を 作成、

市 で公開し ています。

　 ぜひご覧く ださ い。

法務省

市

令和６ 年７ 月１ 日号 1 01 01 1

　 介護保険制度は、 皆さ んに納めていただく 「 介護保介護保険制度は、 皆さ んに納めていただく 「 介護保

険料」 と 、 国や県、 市が負担する「 公費」 を財源と し険料」 と 、 国や県、 市が負担する「 公費」 を財源と し

て運営し ています。て運営し ています。

　 こ のたび、 令和６ 年度から ８ 年度を 事業期間と す　 こ のたび、 令和６ 年度から ８ 年度を 事業期間と す

る「 第９ 期介護保険事業計画」 の策定に伴い、 65 歳る「 第９ 期介護保険事業計画」 の策定に伴い、 65 歳

以上の方の介護保険料の改定が行われ、 基準額は月額以上の方の介護保険料の改定が行われ、 基準額は月額

5, 450 円（ 年額 65, 400 円） と な り ま し た（ 昨年度ま5, 450 円（ 年額 65, 400 円） と な り ま し た（ 昨年度ま

での基準額は月額 5, 200 円）。での基準額は月額 5, 200 円）。

　 令和６ 年度介護保険料の決定通知書は、 ７ 月中旬に　 令和６ 年度介護保険料の決定通知書は、 ７ 月中旬に

お送り し ます。お送り し ます。

▶ 介護保険料の決まり かた

　 65 歳以上の方（ 第１ 号被保険者） の介護保険料は、

市の介護保険サービスの費用がまかなえるよう 算出さ

れた基準額をも と に、市民税の課税状況や所得（ 収入）

に応じ て決まり ます。 各段階ごと の保険料額は下表の

と おり です。

　 ★介護保険課☎25-１ ７ １ ９★介護保険課☎25-１ ７ １ ９

●65歳以上の方（ 第１ 号被保険者） の介護保険料（ 令和６ 年度～８ 年度）

所得段階 基準

保険料

率

（ 基準額比）

年額

（ ※１ ）

第１ 段階

・ 生活保護受給者

・ 老齢福祉年金受給者で、 世帯全員が市民税非課税の方

・ 世帯全員が市民税非課税で、 前年の合計所得金額と 課税年金収入額の合計か

ら 年金収入に係る所得を控除し た額が 80 万円以下の方

0. 285 18, 630 円

第２ 段階
・ 世帯全員が市民税非課税で、 前年の合計所得金額と 課税年金収入額の合計か

ら 年金収入に係る所得を控除し た額が 80 万円超 120 万円以下の方
0. 485 31, 710 円

第３ 段階
・ 世帯全員が市民税非課税で、 前年の合計所得金額と 課税年金収入額の合計か

ら 年金収入に係る所得を控除し た額が 120 万円超の方
0. 685 44, 790 円

第４ 段階

・ 世帯の誰かに市民税が課税さ れている が、 本人は市民税非課税で、 前年の合

計所得金額と 課税年金収入額の合計から 年金収入に係る 所得を 控除し た額が

80 万円以下の方

0. 90 58, 860 円

第５ 段階

（ 基準額）

・ 世帯の誰かに市民税が課税さ れている が、 本人は市民税非課税で、 前年の合

計所得金額と 課税年金収入額の合計から 年金収入に係る 所得を 控除し た額が

80 万円超の方

1. 00 65, 400 円

第６ 段階

本人が市民税課税であり 、

前年の合計所得金額が

120 万円未満の方 1. 25 81, 750 円

第７ 段階 120 万円以上 210 万円未満の方 1. 35 88, 290 円

第８ 段階 210 万円以上 320 万円未満の方 1. 55 101, 370 円

第９ 段階 320 万円以上 420 万円未満の方 1. 70 111, 180 円

第10段階 420 万円以上 520 万円未満の方 1. 90 124, 260 円

第11段階 520 万円以上 620 万円未満の方 2. 00 130, 800 円

第12段階 620 万円以上 720 万円未満の方 2. 10 137, 340 円

第13段階 7 2 0 万円以上の方 2. 20 143, 880 円

※１ 　 保険料の年額は、基準額である 65, 400 円に段階ごと の率を乗じ て算出し ています（ 10 円未満は切り 捨て）。

※２ 　 合計所得金額は、 租税特別措置法に規定さ れる長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除を 控除

し た額です。

6 5 歳以上6 5 歳以上のの方方のの  

介護保険料介護保険料が変わり まし たが変わり まし た


